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青少年 SNS 規制時代における学校教育の責任とは 

 豊福 晋平（国際大学 GLOCOM 主幹研究員・准教授）

◆ 問題提起： 

青少年 SNS規制論と学校教育の周縁化 

近年、青少年によるソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス（以下、SNS）の利用をめぐり、各国で

規制を求める議論が急速に高まっている(*1)。その象

徴的事例がオーストラリアにおける 16歳未満のSNS

利用制限であり、相前後して欧米諸国では年齢確認

の義務化やプラットフォーム事業者への責任強化が

相次いで検討されている。これらの動きは国内問題

を超え、青少年のデジタル環境をいかに統治すべき

か、という国際的課題として共有されつつある。 

日本においても、子ども家庭庁を中心として青少

年の SNS 利用規制の在り方が検討され始めている

(*2)。背景には、SNS 経由の犯罪被害、ネットいじめ

の深刻化、心身の健康への影響に対する社会的懸念

がある。これらの課題は既存の青少年保護施策(*3)や

情報モラル教育では十分に対応できないとの認識を

生み、より直接的な規制を求める声を後押ししてき

た。 

ただ、SNS 規制論は「利用を制限すれば問題は解

消される」という単線的因果関係に依拠しがちであ

る。本稿が問題とするのは、規制強化によって学校教

育の役割が後景化し、「危険なものは制度的に遮断さ

れるのだから、積極的に関与しなくてもよい」という

認識が生じうる点である。学校教育が果たすべき役

割が十分に検討されないまま周縁化される懸念に鑑

み、本稿は青少年 SNS 規制が学校教育に与える影響

を批判的に検討する。その上で、規制と教育を対立項

ではなく相互補完的に再設計する視座として「内海

／外海モデル」を提示し、段階的なデジタル・コミュ

ニケーション能力育成の必要性を論じる。 

◆ 規制論が依拠するリスク認識と 

規制アプローチの限界 

青少年 SNS 規制論の背景には、多様なリスク認

識が複合的に存在する。第一に、SNS を介した犯罪

被害の拡大である。闇バイトや特殊詐欺への加担、

性被害は深刻な社会問題となっている(*4)。第二

に、生活・心理面への影響である。抑うつ・不安・

自傷・自殺といったメンタルヘルスへの影響

(*5)(*6)、社会的比較やネットいじめ(*7)、誹謗中傷

による心理的負担が挙げられる。第三に、誤情報や

過激コンテンツへの曝露、価値観形成への長期的影

響といった情報環境に起因するリスクがある。第四

に、写真・位置情報・交友関係の意図しない公開

や、将来的な不利益につながるプライバシー侵害の

可能性が指摘されている。 

こうした複数の懸念を束ねた「子どもを守るため

には利用を制限すべきだ」という主張には一定の合

理性が認められる。実際、規制は犯罪や依存、いじ

め、プライバシー侵害に対する抑止効果を持ちう

る。しかし同時に、規制それ自体が教育的課題を解

決するものではなく、むしろ教育の不在を覆い隠す

危険性を内包している。 

青少年 SNS 規制には主として二つのアプローチ

が想定される。一つはプラットフォーム事業者への

規制強化であり、不適切コンテンツの削除体制や広

告ターゲティングの制御を通じてオンライン環境の

安全性を高める。もう一つは年齢確認や利用制限と

いった直接的アクセス規制であり、一定年齢未満の

青少年を SNS 空間から切り離すことでリスク曝露

を低減する。 

プラットフォーム規制は、個々の利用者のリテラ

シーに依存せず構造的にリスクを低減できる点で効

果が期待できる(*1)(*8)。しかし、グローバル事業

者への規制は法域を越えた運用の困難を伴い、表現

の自由や情報流通への影響も慎重に検討せねばなら

ない。また、事業者の対応が形式的・事後的にとど

まる場合、利用者が直面する具体的コミュニケーシ

ョン課題に十分応答できない限界がある。 

一方、年齢確認や利用制限は明確な対策に見える

が、実効性については様々な疑問が指摘されている

(*9)。年齢確認の厳格化は個人情報収集という新た

なリスクを伴い、年齢詐称を完全に防ぐことは困難

である。より本質的な問題は、アクセス規制が「利

用できない期間」を設けるのみで、その間に青少年

が何を学ぶべきかを明確に示さない点にある。規制
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によって制度的に隔離された子どもたちが、一定年

齢に達した時点で突然、複雑な社会的空間に直面す

る構図は、リスクの先送りに過ぎない。 

規制アプローチは一定の効果と必要性を有する

が、それ単独では青少年のデジタル環境における課

題を包括的に解決しない。コミュニケーションの判

断や他者との関係調整といった実践的能力は、規制

によって自動的に獲得されるものではなく、規制が

強化されるほど教育による補完が不可欠となる。 

◆ 教育現場への「何もしなくてよい」シグナル 

ここで焦点となるのは、規制が学校教育に「何も

しなくてよい」という誤ったシグナルを送ってしま

う懸念である。日本の学校教育において、SNS は長

らく「校外で起こる厄介事」「家庭で管理されるべ

き領域」として扱われてきた。青少年インターネッ

ト環境整備法においても、学校は関係主体の一つと

されるが、その役割は啓発や注意喚起にとどまりが

ちであった。ここに強力な規制論が重なることで、

学校が SNS 利用を教育課題として引き受ける動機

はさらに弱まりうる。 

この構造はデジタル・シティズンシップ教育の理

念と根本的に齟齬をきたす。デジタル・シティズン

シップは危険回避のための知識やルールを教えるの

みならず、デジタル環境において社会に関与し、他

者と協働し、公共性を担う能力の育成を目的とする

(*10)。社会との接続を前提としない教育では、この

目的を達成しえない。 

規制によって SNS アクセスが制限される状況下

で、学校が「使わせないこと」を安全確保の代替と

みなせば、児童生徒はデジタル・コミュニケーショ

ンの実践的学習機会を奪われる。結果として、一定

年齢に達し規制が解除された段階で、十分な準備を

欠いたまま外部の SNS 空間に放り出されることに

なる。これはリスクの低減ではなく、リスクの先送

りに他ならない。 

投稿の文脈を読み取る力、相手や場面に応じて表

現を調整する力、衝突時に対話を行う力は、経験と

振り返りを通じて形成される。これらは禁止や回避

では獲得されず、安全に失敗し修正できる環境でこ

そ育まれる。学校が SNS を教育課題として扱わな

い場合、こうした学習機会は偶発的かつ不均等とな

り、家庭環境や個人資質によって経験の質と量が左

右される。規制が一律に適用される一方で学習機会

が保障されない状況は、教育の観点から看過できる

ものではない。 

◆ デジタル・コミュニケーション能力は 

自然獲得されない 

規制と教育を接続し直すためには、まず「子ども

は使っていれば自然に慣れ、必要な能力は自ずと身

につく」という暗黙の前提を問い直す必要がある。

デジタル環境におけるコミュニケーション能力は自

然発生的に獲得されるものではなく、明確に学習対

象として設計されねばならない。 

SNS 上のやり取りは対面コミュニケーションと異

なる固有の困難を伴う。発話の即時的フィードバッ

クが得られにくく、表情や声色といった非言語情報

が欠落する環境では、意図しない誤解や衝突が生じ

やすい。公開範囲の曖昧さや投稿の恒久的残存は判

断の重みを増幅させる。こうした条件下で適切に振

る舞うには、相手・文脈・公開性を同時に考慮する

高度な判断が求められるが、これは利用経験の積み

重ねだけで自動的に形成されない。 

デジタル・コミュニケーション能力は発達段階と

密接に関係している。児童生徒は年齢とともに、自

己と他者の区別、視点取得、感情調整、規範理解と

いった能力を段階的に獲得する。SNS 上での行為は

これらの発達的能力を前提とするため、年齢や経験

に応じた段階的学習設計が不可欠である。 

さらに、失敗から学ぶ機会の重要性が挙げられ

る。デジタル・コミュニケーションにおいては、意

図しない誤解や摩擦、軽微なトラブルを経験し、そ

れを振り返り修正する過程が能力形成にとって決定

的に重要である。しかし学校が SNS を扱わない場

合、こうした失敗は管理や支援の届かない場で生起

し、深刻な問題へと発展する可能性が高まる。安全

に失敗できる環境を欠いたままでは、学習としての

経験は成立しない。 

たとえば、オーストラリアの Best Practice 

Framework for Online Safety Education は、オンライ

ン安全教育を注意喚起やルール伝達にとどめず、実

践的経験と振り返りを通じた能力形成として位置づ

けている(*8)(*11)。学習者が主体的に判断し、行動

し、その結果を省察する循環を教育に組み込むこと

が重視されており、これは規制による制度的遮断で

は代替できない教育的役割を明示している。 

◆ 内海／外海モデル｜概念定義と歴史的背景 

こうした認識に基づき、本稿では「内海／外海モ

デル」を提示する。内海とは、すなわち限定接続型

SNS で学校という制度的に保護された環境のもと

で、参加者や関係性が限定され、教員の見守りが及
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ぶコミュニケーション空間を指す。一方、外海と

は、開放型 SNS で不特定多数が参加し、規範や関

係性が流動的で、アルゴリズムや商業的設計が強く

影響する社会的 SNS 空間を意味する。この二分は

価値判断ではなく、学習環境の性質を区別するため

の分析枠組みである。 

内海／外海モデルの先駆として位置づけられるの

が、1994 年より展開された Apple および国際大学

GLOCOM による「メディアキッズ」プロジェクトで

ある(*12)。同プロジェクトでは全国の学校が限定接

続型 SNS で結ばれ、子どもたち自身が主体となって

他校の児童生徒と交流を行った。重要なのは、教員が

前面に立って統制するのではなく、基本的には見守

り役に徹し、子ども中心のコミュニケーションが継

続的に運用された点である。失敗や行き違いを含む

実際のやり取りが学習資源として扱われ、振り返り

を通じて関係調整や公共性への理解が育まれた。 

ただし、メディアキッズ実施当時のネットワーク

環境は今日の商業 SNS と大きく異なっていた。広告

やアルゴリズム推薦が前提となる設計は存在せず、

学校主導で通信空間を比較的自由に構成できた。そ

のまま現代の SNS環境に移植できるモデルではない

が、保護された環境下で実践的コミュニケーション

経験を積ませ、社会的空間への接続を見据えて学習

を設計するという基本的発想は現在も有効である。 

同様の問題意識は英国の教育 ICT 政策にも見られ

る。Becta は 2008 年の報告書において、Web2.0 時代

の学習と e-safety を結びつける枠組みを提示し、学校

内で運用される保護されたオンライン環境を「walled 

garden」として位置づけた(*13)。このアプローチでは、

学校が管理・モデレートする閉域環境を学習の出発

点としつつ、公共の Web 空間で必要となる判断力や

責任を段階的に育成することが想定されている。

Becta の報告が重要なのは、強く保護された環境に閉

じ込めること自体を目的とせず、過度な保護は学習

機会を奪う可能性があることも指摘している点であ

る。内海を恒常的避難所とするのではなく、外海への

移行を含めて設計すべきであるという含意を持つ。 

◆ 現代的内海／外海モデルの設計原理 

このような内海／外海モデルは、過去の実践に根

差しつつも、現代の SNS 環境に適用するには再定義

が必要である。現代の SNS は商業的アルゴリズム、

広告モデル、可視性の競争、恒久的ログといった条件

で構成され、参加の仕方自体が設計によって強く規

定されている。この環境下で求められるモデルは、単

に「校内に閉じた SNS空間を設ける」ことではなく、

外海につながる段階的移行（湾口）を明示的に組み込

んだ教育モデルである。 

現代的内海／外海モデルの第一の要点は、「未経験

なままでの公開」を避けることにある。従来、学校教

育では校内でデジタル・コミュニケーションをほと

んど扱わないまま、卒業や進級と同時に開放型 SNS

への参加を事実上黙認する構図が生じてきた。しか

しこのような移行は教育的接続ではなく、無防備な

社会的放出に等しい。現代的モデルでは、公開範囲、

参加者、目的、責任の所在を段階的に変化させること

で、学習者が越境の意味を理解しながら外海へ向か

うことを重視する。 

第二に、内海は単なる「安全な避難所」ではなく「学

習のための足場」として位置づけられる。内海におけ

るコミュニケーションは、トラブルを起こさないた

めの訓練ではなく、判断・対話・調整・省察といった

行為を経験的に学ぶ場である。教員による過度な統

制ではなく、学習者自身がルールや目的を理解し、必

要に応じて修正していくプロセスが重視される。内

海は外海の代替ではなく、外海で必要となる行為を

練習するための構造化された環境である。 

第三に、移行の設計が不可欠である。内海から外海

への移行は一回限りの出来事ではなく、複数の段階

を経て進行する持続的プロセスとして捉えられるべ

きである。たとえば、参加者が限定された校内での発

信から始まり、次に他校や地域とつながる半開放的

空間へ移行し、最終的に不特定多数が参加する開放

型 SNS へと至る。この過程で学習者は、公開性、観

客、責任の範囲が変化することを体験的に理解して

いく。 

第四に、現代的内海／外海モデルは規制論と対立

するものではなく、むしろそれを補完する位置にあ

る。規制がリスクの上限を抑える役割を果たす一方

で、内海／外海モデルは規制の内側で育成すべき能

力と経験を明示する。規制によって時間的猶予が与

えられるのであれば、その期間をいかに教育的に活

用するかが問われる。 

 

 

図 1 内海／外海の概念モデル 



GLOCOM OPINION PAPER 26-002 

4 

◆ SNSコミュニティ運用として育成すべき 

六つの役割 

現代的内海／外海モデルを教育実践として具体化

するには、児童生徒を単なる SNS の受け身の利用

者ではなく、コミュニティを維持・発展させる担い

手として育成する視点が不可欠である。これらの役

割は特定の職能を早期に固定するものではなく、発

達段階に応じて部分的に経験され、相互に重なり合

いながら学ばれることを想定している。 

SNS コミュニティ運用として育成すべき役割は次

の六点に整理できる。 

 

表 1 SNS コミュニティ運用で育成すべき役割 

フレーミング コミュニケーションの目的や

ルール、前提条件を共有し、

参加者が何を目指して関与す

るのかを明確にする行為 

アドレッシング 相手や文脈、公開範囲を考慮

した表現を選択し、誤解や衝

突を招きにくい伝え方を工夫

する能力 

アイデンティティ管理 オンライン上での自己像や開

示情報を調整し、自己表現と

安全配慮のバランスを取る行

為 

ファシリテーション 対話や交流が円滑に進むよう

支援し、参加の偏りや沈黙に

配慮し、関係性を調整する役

割 

モデレーション 不適切な投稿や対立が生じた

際に判断・介入し、ルールや

価値を参照して場を守る行為

を検討する役割 

リフレクション やり取りの過程や結果を振り

返り、経験を次の行動や判断

に生かす省察的行為 

 

これら六つの役割はいずれも外海において自然に

要求される行為であるが、外海では失敗のコストが

高く、十分な支援を得にくい。内海／外海モデル

は、これらの役割を内海で段階的に経験させること

で、学習者が外海において無自覚な参加者ではな

く、責任ある担い手として関与できるようにする点

に意義がある。 

◆ 規制と教育の相互補完 

以上の検討を踏まえ、本稿が提案する内海／外海

モデルは、青少年 SNS 規制時代における学校教育

の役割を再定義する枠組みとして位置づけられる。

このモデルの要点は、内海を恒常的避難所とするの

ではなく、外海への段階的移行を前提とした学習環

境として設計する点にある。未経験で公開するので

はなく、越境の過程そのものを教育の対象とするこ

とで、規制では代替できない学習機会を保障するこ

とが可能となる。 

規制と教育は対立するものではなく、相互に補完

されるべき関係にある。規制はリスクの上限を構造

的に抑える役割を果たし、青少年が過度に危険な環

境に曝露されることを防ぐ。一方、教育は規制によ

って生じた時間的・制度的猶予を、実践的能力の育

成へと転換する役割を担う。規制が「守る」機能で

あるならば、教育は「育てる」機能である。両者が

連動して初めて、青少年は長期的な安全と社会参画

の両立を実現できる。 

規制時代における学校教育の責任とは、SNS を危

険な外部環境として排除することではない。むし

ろ、規制によって得られた猶予期間において、児童

生徒がデジタル・コミュニケーションに関する実践

的能力を段階的に獲得できる学習環境を構築するこ

とである。 

この責任を果たすためには、三つの転換が必要と

なる。第一に、SNS を「校外の厄介事」から「教育

課題」へと位置づけ直すことである。従来の消極的

関与から脱却し、デジタル・コミュニケーションを

正式な学習内容として組み込む必要がある。第二

に、安全な内海環境の整備である。既存の学習管理

システムや教育用 SNS(*14)、あるいは限定公開設定

を活用した商業 SNS の教育的利用など、複数の選

択肢がありうる。重要なのは、参加者と公開範囲が

限定され、教員の適切な見守りと介入が可能な環境

を段階的に設計することである。第三に、教員の専

門性開発である。内海／外海モデルの運用には、デ

ジタル・コミュニケーションに関する教員自身の理

解と、失敗を学習資源として扱うファシリテーショ

ン能力が求められる。 

青少年 SNS 規制論が国際的に高まる現在こそ、

学校教育が受動的に周縁化されるのではなく、能動

的に内海／外海モデルのような段階的学習の枠組み

を提示することが求められる。本稿で提示した内海

／外海モデルは完成された処方箋ではなく、規制と

教育を接続し直すための一つの視座である。重要な

のは、青少年のデジタル環境をめぐる議論におい
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て、「規制か放任か」という二項対立を超え、「規制

をいかに教育的機会へと転換するか」という問いを

共有することである。学校教育がこの問いに応答す

ることで初めて、規制は長期的な青少年の成長と社

会参画に資するものとなる。 
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